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第137回 通常宗議会

世福山諦法禅師がご遷化になりました。本宗の雙星たる
両禅師が忽然と輝きを失いましたことは、誠に痛惜の念
に堪えません。今次宗議会総長演説中に全議員と黙祷を
捧げ、長年のご教導へ感謝申し上げますとともに品位の
増崇を祈念した次第であります。
　また、南澤道人管長猊下には、就任式が新型コロナ
ウィルス下、度重なる日程変更を余儀なくされましたが、
状況下縮約して挙行致しますことに両禅師、両大本山関
係各位のご理解をいただき、大本山總持寺貫首石附周行
禅師にご臨席賜りましたことは慶祝の至り、感謝の念に
堪えません。また引き続き開会式においては有難いご教
示を賜り恐悦至極に存じます。
　招集初日は宗議会成立に関する集会、管長就任式、開
会式、常任委員選挙、宗務総長演説、所管部長の議案説
明、宗務監査報告、各議案が上程され散会。散会後に上
程議案に関する議案研究が行われました。第２日目に有
道会・總和会を代表しての「総括質問」が行われ、２日
目より上程された案件はそれぞれ常任委員会並びに特別
委員会に付託され、すべての議案が審議に入りました。

　６月より延期となっておりました
通常宗議会が令和３年11月22日から
26日までの５日間の会期で招集され
ました。
　皆様ご存知のとおり９月19日に大
本山總持寺独住25世江川辰三禅師が、
また同月10日には大本山永平寺第79

鶴
一
聲

　

十
年
一
昔
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
今
年
は
東

日
本
大
震
災
か
ら
十
年
の
年
で
あ
る
。
節
目
の
年

と
も
言
わ
れ
る
が
、
被
災
地
に
住
む
方
々
の
思
い

は
、
十
年
の
日
々
が
何
か
を
変
え
た
わ
け
で
は
な

く
、
気
が
つ
い
た
ら
十
年
経
っ
て
い
た
と
の
思
い

が
正
直
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
思
い
起

こ
す
こ
と
も
忌
ま
わ
し
い
記
憶
を
胸
の
奥
に
し
ま

い
込
み
な
が
ら
言
葉
や
声
に
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
様
々
な
思
い
を
抱
え
な
が
ら
過
ご
し
て
き
た
十

年
で
あ
る
。
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
記
憶
や
思
い
出

し
た
く
な
い
出
来
事
に
日
々
向
き
合
い
な
が
ら
無

情
に
も
日
々
は
過
ぎ
て
き
た
の
で
あ
る
。
未
だ
に

「
花
は
咲
く
」
を
聴
く
と
苦
し
い
記
憶
が
よ
み
が

え
る
の
で
耳
を
塞
ぐ
人
も
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
七
〇
回
国
連
総
会
本
会
議
（
平
成
二
十
七
年

十
二
月
二
十
二
日
）
で
「
世
界
津
波
の
日
」
を
定
め

る
決
議
が
採
択
さ
れ
、
十
一
月
五
日
を
「
世
界
津
波

の
日
」
と
し
て
制
定
し
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

甚
大
な
津
波
被
害
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
一
年
六
月
に

制
定
さ
れ
た
「
津
波
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

に
お
い
て
、
広
く
津
波
対
策
に
つ
い
て
の
理
解
と
関

心
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
毎
年
十
一
月
五

日
を
「
津
波
防
災
の
日
」
と
定
め
、
各
地
で
防
災

訓
練
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

当
地
で
も
避
難
訓
練
が
計
画
さ
れ
、
地
域
住
民

が
小
学
校
と
中
学
校
へ
避
難
す
る
様
子
が
地
元
新

聞
で
も
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。
避
難
訓
練
に
参
加

す
る
地
域
住
民
や
炊
き
出
し
を
す
る
小
中
学
生
の

姿
が
美
談
と
し
て
報
道
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
避
難
訓
練
の
会
場
は
正
式
な
避
難
場
所
で

は
な
い
。
避
難
訓
練
を
誤
っ
た
場
所
で
続
け
た
こ

と
で
多
く
の
住
民
の
命
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
教

訓
も
残
念
な
が
ら
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
が
こ
の
十
年
の
思
い
出
し
た
く

な
い
記
憶
と
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
思
い
に
翻
弄
さ
れ
、

津
波
の
猛
威
を
知
ら
な
い
世
代
の
命
を
守
る
訓
練

に
な
っ
て
い
な
い
。
最
悪
の
状
況
を
想
像
で
き
な

い
こ
と
に
よ
り
危
険
な
場
所
で
避
難
訓
練
を
し
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

自
分
の
決
断
の
結
果
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
す
の
か
を
慎
重
に
見
定
め
る
力
が
私
た
ち
に
試

さ
れ
て
い
る
。
後
生
に
何
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
、
つ
ら
い
記
憶
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
し

ま
え
ば
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

今
を
生
き
る
世
代
の
リ
ー
ダ
ー
の
決
断
で
未
来
が

変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
次
世
代
の
宝
物
を

守
る
た
め
の
判
断
と
決
断
を
熟
慮
す
る
こ
と
の
大

切
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
津
波
防
災
の
日
で
あ
っ

た
。「
わ
た
し
は
何
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
…
…
」。

今
の
決
断
が
未
来
を
決
め
て
し
ま
う
。
後
悔
の
な

い
日
々
を
過
ご
す
こ
と
を
肝
に
銘
じ
よ
う
。

また「通告による一般質問」が２本、「文書質問」16本が
提出されました。
　今次決算議会は付託された上程案の検討審議も滞りな
く進行。11月25日、それぞれの常任委員会・特別委員会
の委員長からの報告を受けて本会議場で可決、会期を１
日残し第137回通常宗議会は閉会しました。

第
百
三
十
七
回

　
　
　
通
常
宗
議
会

宗
会
開
催
此
是
時

両
尊
坦
上
仰
真
慈

洞
門
耆
宿
尽
心
意

審
議
和
衷
整
法
規

題字　佐々木孝一 總和会会長
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大本山總持寺貫首 江川辰三禅師ご遷化
　世壽93歳、去る９月

19日ご遷化されました。

　ここに長年のご教導

に対し深謝申し上げま

すとともに品位の増崇

ならんことを祈念申し

上げます。 

　なお、９月26日に大本山總持寺新貫首 石附周行紫雲臺

猊下秉炬のもと密葬儀が厳修されました。

　本葬の儀は改めて大本山總持寺にて厳修されます。

大本山總持寺新貫首
石附周行禅師ご入山

　宗憲の定めにより、副貫首石附周行老師

が直ちに猊坐に就かれ、10月10日に入山式

が挙行されました。今後のご法体堅固とご

教導賜りますことを冀うものであります。
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令和２年度一般会計歳入歳出決算可決

歳　　　入　52億4,980万4,857円

歳　　　出　45億4,229万4,690円（経常部　39億4,590万6,905円　　臨時部　５億9,638万7,785円）

差引残額　　７億751万167円（令和３年度準備資金に編入）

●議決された議案：・令和3年度曹洞宗一般会計歳入歳出補正予算案（第１回）
・令和３年度曹洞宗護持会特別会計歳出補正予算案（第１回）
・令和３年度曹洞宗不動産（建物）償却引当積立金及び不動産取得運用基金特別会計歳入歳出補正予算案（第１回）
・曹洞宗規程中一部変更案（人権擁護推進本部運営規程中一部変更）
●承認を求める件

・令和２年度曹洞宗一般会計歳入歳出決算
・令和２年度曹洞宗一般会計歳出予算外支出・令和２年度準備資金収支決算・他曹洞宗特別会計歳入歳出決算11件
・令和２年度曹洞宗一般会計の曹洞宗檀信徒会館特別会計に対する出資金を消却し曹洞宗檀信徒会館特別会計の元入金を
　減資する件
・宗教法人「曹洞宗」財産目録
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部分的、短期的に終わってしまってはなりません。次期
内局においても大綱がひきつがれていく必要があります。
　今後の展望として、今次内局がより一層の使命感・
リーダーシップを示すべく、教団として行財政にかかる
中長期計画を策定していかなければなりません。残りの
任期を１年切った今「竿頭の先に未来をひらく」ために
基盤を整えてまいります。また、宗務庁内にある過去の
資料が紙であり、永久保存文書・保存年限の長い書類に
ついて劣化防止のため、将来ソートービル建替を前提と
すると、仮移転に伴う資料保管スペース確保のため、庁
内保存の紙文書の電子化をすすめております。今後は、
宗務庁における電子決済への移行・電子申請導入・情報
セキュリティ対策の強化に調査研究してまいります。
　ソートービルに関して申し述べます。平成16年に耐震構
造を調査し、ビルの躯体自体は当面維持できる報告ですが、
ソートービルは宗門にとっての教化面・行政面の活動拠点
でもあるので管理が疎かになることは回避しなくてはいけま
せん。法定耐用年数に基づく減価償却は令和六年に迎える
という報告があり、将来を見据えたビルの在り方を検討す
べく檀信徒運営委員会において専門部会の設置の承認を受
け、専門部会を中心にビル運営に関する議論を重ねてまい
る所存でございます。また、会計処理において一般会計の
檀信徒会館特別会計に対する出資金のうち４億7,800万円を
消却し、檀信徒会館特別会計の元入金のうち４億7,800万円
を減資しました。減資相当額については、檀信徒会館特別
会計の特別利益に計上し損失を補填する処理を行いました。
　檀信徒会館の収益回復状況によりますが、劣化等に伴
う長期修繕は避けられませんので、継続的に保守・修繕
作業を施し、適切な管理運営の下安定した経営を目指し
てまいります。減収減益に立たされている檀信徒会館で
すが、宗門の牙城としてこの状況を乗り切りたく、皆々様
一層のご尽力ご愛顧を賜りたくよろしくお願いいたします。

第137回通常宗議会 総 長 演 説（要旨）
宗務総長　鬼生田 俊英

　今次内局では「竿頭の先に未来をひらく」をスローガ
ンとして掲げ、社会情勢の変化に適正、かつ合理的に対
応するべく、宗制の再構築・機構改革を軸に取り組んで
まいりました。
　まずは、宗制調査室について申し上げます。変更案を
検討した結果、総合特別審議会の開催の運びとなり、引
き続き変更案について調査研究のため専門部会を設立す
べきであるという結論になりました。未来を見据え教団
の在り方、宗務を再構築していくことが喫緊の課題であ
り、前例や踏襲をその都度見直す必要があります。
　次に重点施策として掲げた過疎地寺院振興対策につい
て申し上げます。後継者不足・経済力低下により宗門寺
院の運営が危ぶまれている各地の状況に対して、過疎地
寺院の振興という視点だけで対応できるものではないと
いうことも、課題として見えてきております。そこで教
団のシンクタンクとしての曹洞宗総合研究センターと連
携し、過疎地寺院に限らず教団の中長期計画を策定して
いくことを今後の展望として考えております。
　財政面では、新型コロナウィルス感染症による影響で
予期せぬ事態により、檀信徒会館の運営は大変厳しい状
況を迎えている中、歳出の削減・準備資金を確保し、
ソートービル運営計画の策定準備、そのための資金積立
を進めてまいりました。その中で、財政の健全化につい
て、時代の情勢に適した宗費の現状を考え、今後宗費を
大幅に縮小し財政を確保できるよう枠組みを大胆に変え
ていくことも視野に入れなければと考えています。
　級階査定を取り上げれば、級階査定を従来の形ではな
く時代の変化に対応しなくてはいけません。算定方法を
含めた制度自体の抜本的な見直しを丁寧に議論を重ねて
いく必要性があると思慮いたしております。
　大きな転換期において宗門の伝統を継承し、宗侶に希
望・明るい未来を拓くため、今次内局の取り組み事業が總　　和　　会　　報
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人的課題
「過疎化」「人口減少」という社会変化、並びに今後の持
続が懸念される寺院に向けた措置として、「僧侶教師分
限規程」や「教育規程」を見直し、教師資格の取得条件
を緩和する必要があると思います。今後、多様かつ寛容
な「分限規程」「教育規程」の一部変更は可能なので
しょうか。
　�答弁　安居の多様性を模索する中で、日数、時期にか

かわらず常時特殊安居または、短期の通常安居を受け
入れることが可能な専門僧堂があれば、その安居を繰
り返し、積み重ねることにより、教師資格取得が可能
になると思慮いたします。

寺族に関する事項について
⃝平成27年に「寺族得度」が在家戒名授与として扱われ
るようになりましたが、寺族が担う「教化」の実践的
ボーダーラインはどのあたりなのかお示し下さい。
　 答弁　檀務等の儀式執行について、どこまで許される

のか、その意味でのボーダーラインとのお尋ねと存じ
ます。このことは、過去に専門部会において、議論さ
れた経緯がありますが、結論には至っておりません。

⃝「寺族規程」第16条に規定される「寺院の保護義務」
は具体的な保護対策を提示する必要があると思います。
さらに、特定代務者について申し上げれば、現実には大
変厳しい制限があります。このような現状から少しでも
救済できるような対策を講じることも急務であると思い
ますが、如何でしょうか。
　 答弁　各寺院に相応の保護を委ねております。つまり、

寺院の状況はそれぞれであり、平素から余裕をもって、
各寺院の責任役員会議等で、予め検討しておくことが
肝要であります。また、この点、特定代務者に関して
も、同様であろうかと存じます。

経済的課題
⃝「寺院の収入減少」に基づく「宗費の減免級や免除」

「宗務庁の機構改革」などが焦点となります。級階査定
に関しましては、査定期間については５年に短縮する、
過疎地域の控除率は一律10％ではなく級階に応じた累進
控除とする、過疎地域以外の寺院についても級階10級以
下の寺院に対する控除を設ける、直接収入方式など宗費
に関する抜本的な改革。などにつきましては、どの様な
改変を推進されるのでしょうか。
　 答弁　次期級階査定につきましては、級階査定委員会

に専門部会が設置され、調査研究しているところであ
ります。また、過疎地控除等の見直しについては、実
態を的確にとらえ、専門部会における議論を重ねてま

いりたく存じます。
⃝「宗務庁の機構改革」について。財政負担の少ない運
営、例えば許認可事務を基本とした、庁内各部署、及び
関係組織の機構改革が必要ではないでしょうか。
　 答弁　健全な財政を維持し、未来を創る行政、それを

支える組織機構を構築していくことを目指すべきであ
り、そうした考えを長期ビジョン・中長期計画に反映
させるよう、努めてまいりたいと存じます。

⃝「檀信徒会館」について。宗門の牙城として、今後の
有用性と将来的な可能性を検討すべく、専門部会におい
て十分な検証を行う必要があると思います。
　 答弁　すでにホテル経営や建築設計の専門会社数社に、

今後のソートービルについてのアンケートを実施して
おります。経年劣化・耐震化等、その費用対効果につ
いても考慮し、修繕を行いつつ、今後の方針について
は、運営委員各位の意見を聞き、議論を進める所存で
ございます。

信仰的課題
過疎化の進展を社会的な観点から見れば、合併・解散と
いう寺院の本質にまつわる問題をはじめ、離郷・遠方檀
信徒の増加による、菩提寺との関係性の強化、さらには
コロナ禍によって助長された「寺離れ」「宗教離れ」の
改善などが重要な課題となります。これらに対する方針
と具体的な対策案についてお答えください。
　 答弁　寺院の「合併・解散」に関する支援の要望が多

く寄せられました。宗門独自の「合併解散マニュア
ル」の作成に着手しております。また、離郷檀信徒の
問題については、施策を検討中であります。

情報的課題
宗門におきましては、寺院の意向を基に、あらゆる情報
を収集・分析して、定量的に推進振興するのが最適な手
法であると思われます。現在は、「振興対策室」が中心
となって、各地の意見や情報の収集と分析を行っている
と思われますが、実際は、どのような方法で意見集約を
し、分析されているのでしょうか。
　 答弁　過疎地寺院振興対策室において、予備調査を実

施中であります。今後は、他教団とも情報や取り組み
を共有し、更なる対策を講じていきたいと考えており

総括質問（要旨）
� 總和会代表　坂 本 泰 俊
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令和4年度の事業計画予算作成方針について
　 回答：未来を見据え宗務の再構築に取り組み、また健

全な財政を確保できるよう、予算の編成や事業を見直
していくことも必要。外部コンサル、アンケート調査
等も取り入れながら、感染状況に変化が起きても柔軟
に対応可能な事業計画予算を作成する。

何故、給与規程が宗制に定められているのか、労働法
等の改正が行われ、宗制に含むのは馴染まないのでは、
また住宅手当を基礎賃金から除外すべきでは
　 回答：役職員等の報酬、給与等は、宗費より支出する

関係上、その執行根拠として宗制に規程を設けている
が、法令の改正に合わせ、関係規則等の整備に努め
る。また、宗務庁の役職員に対する住宅手当は、それ
ぞれの住宅形態ごとに一律に定額を支給しており、基
礎賃金からは除外することができないため、給与額算
出には住宅手当を含めることになる。

石附　正賢（第４区　群馬県選出）

文 書 質 問 及 び 通 告 質 問 （要 旨）

曹洞禅ネット寺院専用サイトの現職研修会と寺族研修
会のテキスト掲載、及び受講負担軽減を図るためのオ
ンライン研修について
　 回答：テキストは今年度同様、次年度以降も引き続き

掲載予定。またオンライン研修は、宗務所と教学部指
導課との間で充分協議の上進めている。

宗務所法人化の利点、欠点について
　 回答：宗務所が宗教法人となるためには、寺院として

の宗教団体の要件を満たす必要があり、現在6宗務所
が宗教法人格を有している。利点としては、宗務所が
管内の管理運営を担い、不活動化した寺院合併の受け
皿となれる可能性がある事等。欠点としては、宗務所
所在地を固定化する必要がある事等が考えられる。

清泉　文英（第８区　静岡県選出）

〔文書質問〕

ます。また、広報係と協同し、時代に即した様々な情
報発信の方法についても考えていきたいと存じます。

⃝SDGs についてお伺いいたします。「曹洞宗の宗旨や教
義、及び両祖の言葉と SDGs の目的はどのように調和す
るのか」といった内容を明確化し、公表することも大切
であると思います。曹洞宗は SDGs の取り組みを教団が
果たすべき役割としましたが、今後どのように展開して
いくのでしょうか。お伺いいたします。
　 答弁　議員各位におかれましては、　菩薩の誓願に生

きる信仰践行として、SDGs の取り組みにご理解を賜

り、誰一人取り残さない社会の実現にご協力いただき
ますよう、お願いいたします。

⃝学校法人世田谷学園について。来るべき125周年記念事
業として、老朽化した校舎の改築と校地拡張、生徒寮の
建設を掲げることができれば、宗門師弟として、栴檀林
の獅子児排出に、新たな展開が期待できると思いますが、
今後の世田谷学園への期待と補助について、総長はどの
ようなお考えをお持ちでしょうか。お伺いいたします。
　 答弁　中長期的な展望に立った補助ができるよう、財

政部とも協議して参りたいと存じます。

コロナ禍における過疎地寺院の実態調査、及び講演会
参加人数について
　 回答：人員を最小限にして島根県第２宗務所にて現地

調査を実施。また講演会には、７月１日90名、９月10
日73名、９月28日40名が参加。

管区・宗務所とオンライン会議について
　 回答：規程やオンライン会議の在り方については検討

を進めて参ります。

平岩　浩文（第15区　兵庫県選出）

「寡夫」は寺族年金の給付対象者とならないのか、また給
付を受けている寡婦が再婚した場合は継続給付されるのか
　 回答：寺族年金の給付対象者は「寡婦」に限定されて

いる。また給付対象者が再婚した場合、その時点で
「寡婦」でなくなり受給資格が失効する。
僧籍登録証交付申請書における、得度を受けた者の男
女の性別記入について
　 回答：得度者を特定するため、住民票等に記された性

別を登録していただいているが、今後戸籍制度に変更
があった場合は、それに準じ宗制変更を検討する。

乙川　良介（第26区　新潟県選出）

責任役員が全員死亡、さらに干与者の所在確認もでき
ない場合の住職後任選定について
　 回答：このような事例の場合、実務上、先例に基づ

き、当該寺院の檀信徒総会において干与者候補者を選
出、その干与者候補者において責任役員候補者を選
定、さらに責任役員候補者において後任住職の選定者
を選定、後任住職の選定者が候補者を決め、経過を記
す書面を添付の上、住職任命申請を行う。

藏山　大顕（第22区　大分県選出）

コロナ禍における更なる支援施策を検討していく必要
があるのでは
　 回答：引き続き支援施策を行うには、担当部署や支援

の方法等も含め、規程の整備を行った上で、宗門の財
政状況、社会の情勢や感染状況を見極めながら、内局
が判断する。

宗門が取り組む SDGs について、檀信徒にも周知され、
理解していただけるポスター等を配布して欲しい
　回答 ：宗門が取り組む認知拡大のため、「推進ポス

ター」及び「リーフレット」を作製した。

佐藤　清廉（第31区　山形県選出）

曹洞宗儀礼規程第29条第２項第２号は、管長初就任の
みに関する表記で足りるのでは
　 回答：第２号が初就任のみの表記になると再就任は対

象外となるため、初就任又は再就任と定めている。
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編集・大坂恵司　佐藤清廉　甘蔗英司　平岩浩文　石附正賢　髙橋英悟

第137回通常宗議会常任・特別委員（總和会議員）

⃝運営委員会
　長　森　　元亨　主　嶽盛　和三　　　荒井　裕明
⃝予算委員会
　　　岡　　芳雄　長　名村　直高　主　片山　昌佳
　主　田中　清元　　　福田　光昭　　　坂本　泰俊
　　　平岩　浩文
⃝第一決算委員会
　　　中村　見自　長　五十嵐靖雄　　　龒谷　顯孝
　　　藏山　大顕　主　山本　健善　主　奥村　孝善
　　　乙川　良介　　　髙橋　英悟
⃝第二決算委員会
　　　須田　孝英　　　深川　典雄　　　伊藤　弘隆
　主　佐藤　清廉　主　清泉　文英　　　甘蔗　英司
　　　岩本　一典
⃝特別委員会
　主　倉内　泰雄　　　石附　正賢
⃝請願委員会
　　　山路　純正　主　服部　直哉
⃝懲罰委員会
　　　倉内　泰雄　主　近藤　龍法　長　大坂　恵司

議長　三 吉 由 之

長…委員長　主…主査

　 期　 日　　　　　　　会　務　内　容
　７月５日　　　執行部会
　８月25日　　　四部会（リモート開催）
　10月４日　　　執行部会
　11月21日　　　執行部会・顧問執行部会・議員総会

總　和　会　会　務　報　告

※上記期間中に予定されたブロック大会、支部総会及び全国大会は、新型コロナ
ウィルス流行のため、中止または延期となっております。

總和会ホームページ　http://souwakai.info

四　部　会　報　告
　令和３年８月25日（水）13時～ 15時、Ｚｏｏｍを利用したオン
ラインにより実施された。会長諮問事項である「過疎問題」につ
いて、『過疎化に対して曹洞宗教団が取るべき政策の在り方 最終
報告書【公開版】』を踏まえ、各部会の研究共通テーマとして

「宗門のブランディング事業」「僧侶分限規程・教育規程・寺族規
程」を設定。併せ、前回実施された各部会議論の継続研究。通常
宗議会総括質問に資するべく実施された。
政調部会
　１　僧侶教師分限規程の見直し・教育規程の見直し
　２　寺族規程の見直し
組織部会
　１　過疎化、宗門離れ、収入減少（コロナ禍含め）
　２　宗務庁機構改革
　３　宗費、級階査定
社会部会
　１　寺院の統廃合
　２　後継者問題
　３　檀信徒との関係維持と教化施策
広報部会
　１　情報収集と発信
　２　ＳＤＧｓの推進
 （詳細につきましては、ホームページをご参照下さい。）

第136回通常宗議会における当局の答弁において、参
事会に出席しても発言さえしなければ、議決に加わっ
ても利益相反には当たらないとの理解でいいのか
　 回答：仮に利益相反を考える余地があるとしても、宗

門関係学校の理事長・理事等は、出席する参事会員９
人の内４人に留まっており、過半数の５人が賛成して
いることから参事会の議決は有効である。今後は誤解
を招かないよう宗門関係学校等に対する補助金支出の
宗内手続については、慎重に進めてまいりたい。

不認可となった僧堂に対して、説明等無く、いきなり
の通達であったようだが何故か、また閉単となる僧堂
に安居予定であった僧侶への配慮は
　 回答：再認可を認めなかった僧堂においては、これま

で配布した資料、指導した内容等にて、改善必要の確
認が可能であり、いきなりの通達ではない。また、曹
洞宗の教育施設として認められた僧堂では、それぞれ、
どの僧堂においても必要な行学を修得できるので、新
たな志をもって上山されるにあたっては、その意を充
分に受け止められる僧堂に掛塔していただきたい。

〔通告質問〕
服部　直哉（第２区　神奈川県選出）

新　議　員　紹　介
第１区　東京都　第170番
　　　　吉祥寺　岩 本 一 典
　談論風発と和合の精神を以って、
微力ながら努力してまいります。

令和２年度事業年度分の確定申告の税額計算報告書の
各税額は
　 回答：消費税6,146,200円、事業所税3,328,600円、法人

税70,000円となる。
令和２年度寄付金額、及び損金算入の限度額は、また
寄付金がない場合の理由について
　 回答：令和２年度の寄付金は０円。所得金額は△

352,689,355円。マイナスであるため、損金算入算出の
対象外。また、寄付を行わない理由は、所得金額がマ
イナスで法人税を減らすというメリットがないため。

図書印刷物等刊行特別会計内の歳出、一般会計繰入金
21,217,317円は所得計算上、損金となる支出か
　回答：所得計算上、損金となる。

福田　光昭（第21区　長崎県選出）

大本山總持寺太祖瑩山禅師七百回大遠忌の予修法要、また
梅花流詠讃歌新曲発表や禅師特集等の頒布物作製予定は
　 回答：令和５年度に各管区及び国際総監部において予

修法要を厳修する予定。また新曲に関しては、今のと
ころ制作予定はなく、大遠忌には「影向御和讃」「伝
光」をお唱えいただく。なお、頒布物に関しては、瑩
山禅師の御遺徳を檀信徒に敷衍できる物を検討する。

田中　清元（第32区　北海道選出）

コロナ禍における結制安居取下げ、及び格地寺院の准
建法幢許状交付申請書における誓約不履行について
　 回答：コロナ禍以前は、年間数件であった結制修行の

取下げ願いが、令和２年度は50件あった。またコロナ
禍にあって格地寺院の准建法幢許状交付の際の誓約を
履行できない寺院には、やむを得ない事情を考慮する
とともに、解制届提出の際に、その事情を記した嘆願
書兼詫び状を提出いただいている。

髙橋　英悟（第29区　岩手県選出）


